
１
１
月
２
５
日
か
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の
受
付
場
所
が
変
わ
り
ま
す 

 

現
在
、
藤
岡
市
・
神
流
町
・
上
野
村
・
高
崎
市
吉
井
町
か
ら
の
１
１
９
番
通
報
は
、

多
野
藤
岡
広
域
消
防
本
部
で
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
平
成
２
７
年
１
１
月
２
５

日
か
ら
、
高
崎
市
八
千
代
町
の
高
崎
市
等
広
域
消
防
局
内
に
新
し
く
設
置
さ
れ
る
「
た

か
さ
き
消
防
共
同
指
令
セ
ン
タ
ー
」
に
受
付
場
所
が
変
わ
り
ま
す
。
１
１
９
番
通
報

の
方
法
は
、
今
ま
で
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
複
数
の
市
町
村
か
ら
の
１
１
９

番
通
報
を
受
付
け
ま
す
の
で
、
通
報
時
は
”
市
町
村
名
”
か
ら
伝
え
て
く
だ
さ
い
。 

「
た
か
さ
き
消
防
共
同
指
令
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、
県
北
西
部
を
管
轄
す
る
６
消
防 

 

                

本
部
の
１
１
９
番
通
報
の
受
信
や
消
防

車
・
救
急
車
の
無
線
統
制
な
ど
の
消
防
指

令
業
務
を
共
同
で
運
用
し
ま
す
。
最
新
の

情
報
通
信
機
器
の
活
用
に
よ
り
通
報
か

ら
現
場
到
着
ま
で
の
時
間
を
短
縮
し
、
火

災
な
ど
の
被
害
の
軽
減
と
傷
病
者
の
救

命
率
の
向
上
を
図
り
ま
す
。 

 

１
１
９
番
通
報
は
落
ち
着
い
て 

 

「
た
か
さ
き
消
防
共
同
指
令
セ
ン
タ

ー
」
で
の
通
報
受
付
と
な
り
、
多
野
藤
岡

広
域
消
防
本
部
か
ら
派
遣
さ
れ
る
職
員

が
、
必
ず
窓
口
に
出
る
と
は
限
り
ま
せ

ん
。
一
秒
で
も
早
い
到
着
の
た
め
、
次
の

点
に
注
意
し
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。 

●
あ
わ
て
ず
に
落
ち
着
い
て
通
報
し
て 

く
だ
さ
い
。 

●
職
員
の
問
い
か
け
に
答
え
て
く
だ
さ 

い
。 

●
発
生
場
所
（
住
所
は
市
町
村
名
か
ら
、 

最
寄
り
の
目
標
物
等
）
を
、
は
っ
き
り 

と
答
え
て
く
だ
さ
い
。 

●
通
報
の
内
容
に
応
じ
、
初
期
消
火
や
応 

急
手
当
な
ど
を
お
願
い
す
る
こ
と
が 

あ
り
ま
す
。 

●
通
報
後
、
消
防
共
同
指
令
セ
ン
タ
ー
か 

ら
、
か
け
直
す
事
が
あ
り
ま
す
の
で
、 

出
来
る
だ
け
電
話
を
使
用
し
な
い
で 

下
さ
い
。
ま
た
、
携
帯
電
話
等
は
電
源 

を
切
ら
な
い
で
下
さ
い
。 

 

火
災
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
電
話 

 

藤
岡
市
・
神
流
町
・
上
野
村 

高
崎
市
吉
井
町 

【
☎
０
１
８
０
（
９
９
）
２
２
２
７
】 

病
院
案
内
電
話 

多
野
藤
岡
広
域
消
防
本
部
内 

【
☎
０
２
７
４
（
２
３
）
６
６
９
９
】 

※
詳
し
く
は
、 

多
野
藤
岡
広
域
消
防
本
部 

【
☎
０
２
７
４
（
２
２
）
１
３
０
６
】 

 
 

 
 

 
 

             

１
１
９
番 

 

消防指令事務の共同運用を行う県内６消防本部 

・高崎市等広域消防局・利根沼田広域消防本部 

・渋川広域消防本部・多野藤岡広域消防本部 

・富岡甘楽広域消防本部・吾妻広域消防本部 

Ｑ1 消防車や救急車はどこから来ますか？ 

 これまでどおり、お住まいの地域を管轄する消防署から出

動します。 

Ｑ２ 同時に通報を受けることになりますが、地域の場所や

住所が分かりますか？ 

 共同指令センターには、最新の情報通信機器が整備され

ます。各地域の住所や通報場所の特定が可能ですので、支

障なく119番通報に対応できます。 

Ｑ３ 他の消防業務も共同化されますか？ 

共同化される業務は、119番通報の受付、救急隊や消防

隊への出動指令などの消防指令業務です。 

その他の各消防本部・署の業務はこれまでどおりです。  


